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（午後２時３０分 開議） 

議長（宮澤 健君） 

 こんにちは。ただいまの出席議員は１２人です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、議案第３５号、東庄町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについて、日程第２、議案第３６号、地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて、以上

２案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第３５号及び第３６号の提案理由

を申し上げます。 

 両案件は、いずれも地方公務員法の一部を改正する法律が令和５年４月１日から

施行されることに伴い、定年の引上げ及びこれに伴う諸制度を整備するため、関係

条例の一部を改正するものであります。 

 議案第３５号、東庄町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、令和５年４月１日から職員の定年年齢を６０歳から６５歳まで段階的に引

き上げるとともに、役職定年制及び定年前再任用短時間勤務制等を導入するため、

所要の改正を行うものでございます。 

 議案第３６号は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の

整備に関する条例につきましては、定年の引上げに伴い、従来の定年の日以後の職

員給与を定めるなど、関係条例について所要の整備を行うものでございます。 

 以上、２議案につきまして申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長よ

り説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
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議長（宮澤 健君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第３５号、第３６号、両案の内容を説明いたします。 

 町長の提案理由にもございましたが、両案件は、いずれも地方公務員法の一部を

改正する法律が令和５年４月１日から施行されることに伴い、定年の引上げ及びこ

れに伴う諸制度を整備するため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 初めに、議案第３５号の職員の定年延長に関する条例の一部を改正する条例の改

正内容につきまして、ご説明いたします。 

 議案書の３ページをお願いします。３ページから１７ページにかけて改正条例を

掲載しております。 

 地方公務員法の一部を改正する法律により、条例に委任された事項を規定すべく

東庄町職員の定年等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 参考資料の１ページをお願いします。 

 まず、改正条例では、本則を章立てにし、定年制度、管理監督職勤務上限年齢制

及び定年前再任用短時間勤務制の三つの制度について定めることとしているため、

題名の次に目次を置いております。 

 第１条は、改正法において条例に委任する旨を定めている規定を引用する改定と

なります。 

 第３条は、定年年齢を定める規定でございます。定年の引上げにより、職員の定

年年齢は原則６５歳と定めることになります。 

 第４条は、定年退職の特例に関する規定でございますが、管理監督職を占める職

員の勤務延長についての規定の追加が主な改正内容となります。 

 参考資料３ページをお願いします。 

 第６条の改正は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の対象となる

管理監督職を定める規定を追加するものでございます。 

 第７条は、役職定年が適用される年齢を６０歳と定める規定を追加するものでご

ざいます。 

 第８条は、役職定年を行うにあたって、遵守すべき基準を定める規定を追加する

ものです。 
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 参考資料４ページをお願いします。 

 第９条は、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職へ任用の制限の

特例を定める規定でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 第１０条は、異動期間の延長等にかかる職員の同意の規定でございます。 

 第１１条は、異動期間の延長事由が消滅した場合の措置の規定でございます。 

 第１２条は、定年前再任用短時間勤務職員の任用の規定でございます。定年前再

任用短時間勤務制は６０歳に達した日以後、定年前に退職した者を短時間勤務の職

に採用することが出来る制度でございます。 

 参考資料７ページをご覧ください。 

 第１３条は、組合を構成する地方公共団体と組合間の定年前再任用短時間勤務職

員の任用の規定でございます。組合員を構成する地方公共団体と組合間において職

員の定年前再任用を可能とする旨を定めております。 

 附則第３項は、現行の定年年齢が６０歳の職員に対する定年の段階的引上げに関

する経過措置でございます。表に掲げられているとおり、２年ごとに１歳ずつ定年

を引き上げていくこととしております。 

 次ページにかけての附則第４項は、現行で６０歳を超える特例の定年年齢が定め

られている職員に対する定年の段階的引上げに関する経過措置でございます。現行

の６５歳の特例定年が定められている職員の定年については、附則第３項の段階的

引上げに関わる規定の例外として６５歳のままとすることとしております。 

 参考資料８ページをお願いします。 

 附則第５項は、情報提供、意思確認制度に関する規定でございます。６０歳にな

る定年の前年度に６０歳以後に適用される任用、給与、退職手当などの情報提供を

すること及び６０歳以後の勤務の意思等を確認するよう努めることを任命権者に義

務づけております。 

 恐れ入りますが、議案書の９ページをお願いします。 

 下段の改正附則第１条は、施行期日を定める規定でございます。原則、令和５年

４月１日施行となりますが、改正附則第１１条は、令和５年度に６０歳に対する職

員に対して令和４年度に情報提供、意思確認を行うための規定でございますので、

公布の日から施行することとしております。 
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 改正附則第２条は、勤務延長に関する経過措置でございます。次ページにかけて

の改正附則第２条第１項では、施行日前に勤務延長を行った職員についても第４条

の規定に基づき、その期限を延長出来ることを規定しております。 

 第２項では、定年の段階的引上げ期間中において勤務延長職員が一時的に定年年

齢に達していない時期が生じた場合であっても、定年に達している職員と同様に昇

任等が出来ないことを規定しております。 

 １１ページから１４ページにかけての改正附則第３条から第６条までの規定は、

定年退職者等の再任用、暫定再任用に関する経過措置でございます。 

 １５ページから１６ページにかけての改正附則第７条から第９条までの規定は、

改正法附則第８条第３項から第５項で規定している条例で定める事項を定める規定

でございます。改正法附則第８条第３項から第５項は、暫定再任用職員の任用等に

ついての規定となっております。 

 １６ページをお願いします。 

 改正附則第１０条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置でご

ざいます。改正附則第１０条では、定年の段階的引上げ期間中においては、定年前

再任用短時間勤務職員の任期終了時点で再び定年前となる場合があるため、改めて

定年前再任用短時間勤務職員に採用することが出来ないことを規定しております。 

 改正附則第１１条は、改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢を定

める規定でございます。令和５年度に６０歳に達する職員に対しては、改正法附則

第２条第３項の規定に基づき、令和４年度に情報提供、意思確認を行う必要がござ

います。改正法附則第２条第３項の規定は、改正法の公布の日から施行されており、

改正附則第１１条では、同項の条例で定める年齢を６０歳と規定しております。 

 以上で議案第３５号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第３６号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例につきましてご説明いたします。 

 議案書１９ページをお願いします。 

 定年の引上げに伴い、従来の定年の日以後の職員給与を定めるなど、関係条例に

ついて所要の整備を行うものでございます。 

 参考資料９ページから３７ページに新旧対照表を掲載しておりますので、併せて

ご覧ください。 
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 第１条は、東庄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でござ

います。 

 法改正により、短時間勤務の職の規定が法第２８条の５第１項から第２２条の４

第１項に移ったことによる改正でございます。 

 第２条は、職員の降給の事由及びその手続効果に関する条例の一部改正でござい

ます。 

 管理監督職勤務上限年齢による降給を法第２７条第２項に規定する職員の意に反

する降給とする改正でございます。 

 第３条は、職員懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正でございます。 

 ６０歳を超える職員の給料月額を６０歳前の７割水準とすることによる規定の整

備でございます。 

 減給処分の期間中に６０歳となり、給料月額７割水準となった場合の取扱いを定

めております。 

 議案書２０ページをお願いします。 

 第４条は、東庄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。 

 定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時

間等について規定を整備するものでございます。 

 第５条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 

 育児休業等をすることが出来ない職員に東庄町職員の定年等に関する条例第９条

各項の規定により、異動期間を延長された管理監督職を占める職員を規定するもの

でございます。 

 議案書２１ページをご覧ください。 

 第６条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正でございます。 

 法改正により、短時間勤務の職の規定が法第２８条の５第１項から第２２条の４

第１項に移ったことによる改正でございます。 

 第７条は、一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正でございます。 

 改正内容は、定年前再任用短時間勤務職員の給与の規定の整備及び６０歳を超え

る職員の給料月額を６０歳前の７割水準とする規定の整備等が主なものでございま

す。 
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 議案書２６ページをお願いします。 

 第８条は、東庄町職員の旅費に関する条例の一部改正でございます。 

 法改正により、短時間勤務の職の規定が法第２８条の５第１項から第２２条の４

第１項に移ったことによる改正でございます。 

 第９条は、職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。 

 定年前再任用短時間勤務制が導入され、再任用制度は令和５年４月１日をもって

廃止されることにより、本条例を廃止するものでございます。 

 附則第１条は、施行期日を定める規定で、本条例は令和５年４月１日施行となり

ます。 

 議案書２６ページから２８ページにかけての附則第２条から４条では、再任用職

員等についての経過措置を規定しております。 

 以上で議案第３６号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 １番、越川良男君。 

１番（越川良男君） 

 今、定年の延長ということで、段階的に上がっていき、最終的には６５歳という

ことになるわけですが、５年間延長するということで、この延長することによる給

与、厚生年金の掛金、退職金の積み増しといいますか、増えていくのはどのぐらい

になるか教えてください。 

議長（宮澤 健君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、越川議員のご質問にお答えいたします。 

 定年延長の職員の給料月額は、６０歳に達した日の後の最初の４月１日以降、７

割水準となります。現行制度の再任用職員よりも若干上の水準となっております。

現行制度の再任用職員は６５歳までの職員となりますが、現在１１名おります。仮

に定年延長制度の給与が適用されたといたしまして、試算をいたしますと、１年間

の共済費等を含めた人件費の差は、１１名総額で１，４４０万円程度、１人当たり

１３１万円程度の増となります。 
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 なお、定年の引上げにつきましては、２年に１歳ずつ、段階的に引き上げられて

いきます。また、定年前再任用短時間勤務という働き方を選択する職員も出てくる

ことと思いますので、人件費についても新制度適用後、すぐに上がるのではなく、

段階的に変化していくことが予想されます。 

 以上でございます。 

議長（宮澤 健君） 

 ７番、花香孝彦君。 

７番（花香孝彦君） 

 職員の新規の採用人数について質問させていただきます。 

 今、説明があったとおり、定年は段階的に２年ごとになり、職員の定数を一定に

する場合には、新規採用者は２年ごとになってしまうことが懸念されます。また、

毎年採用するために平準化した場合でも、採用人数は半分になってしまうと思われ

ます。新規採用の人数は減らさないことが重要であると考え、質問として新規採用

についてどのように考えているのか伺わせていただきます。 

議長（宮澤 健君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、花香議員のご質問にお答えいたします。 

 新規採用職員の採用人数につきましては、現行制度の再任用職員を含めた定数管

理により計画的に採用をしております。現行制度の再任用職員は、現在６５歳まで

働くことが可能となっております。 

 また、新制度では、定年延長により定年が２年に１歳ずつ段階的に引き上げられ

ていきますが、暫定再任用制度も適用されますので、職員は現行と同様に６５歳ま

で働くことが可能でございます。 

 新規採用職員の採用人数は、現行制度でも６５歳まで職員が働くことも考慮して

計画しておりますので、新制度施行後も現行制度と同様の定数管理となるものと考

えております。 

 以上でございます。 

議長（宮澤 健君） 

 ７番、花香孝彦君。 
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７番（花香孝彦君） 

 実際の退職者数が０人であっても、先程申し上げましたが、新規採用を減らさな

い採用を続けていただきたいとお願いをいたし、質問を終わらせていただきます。 

議長（宮澤 健君） 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第３５号、東庄町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

 日程第３、議案第３７号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて、日程第４、議案第３８号、特別職の職員で常勤のも
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のの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、以

上２案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第３７号及び第３８号の提案理由

を申し上げます。 

 職員の給与は、地方公務員法により生計費や国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めなければならないとされており

ます。 

 国におきましては、令和４年度の人事院勧告に基づき、月例給与及び期末勤勉手

当の引上げ等を内容とする給与改定法案が国会に提出をされ、既に成立をしており

ます。千葉県におきましても、千葉県人事委員会勧告に基づき、国と同様の給与改

定案が現在県議会に提案をされているところであります。 

 これを受けまして、本町におきましても国・県の給与改定に準じた給与改定を実

施するため、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 

 議案第３７号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、一般職員の給料表及び勤勉手当の改定、議案第３８号、特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、常

勤の特別職の期末手当の改正が主な内容となっております。 

 以上、２議案につきまして申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長か

ら説明をいたさせます。ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申

し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 総務課長、堀江弘之君。 

総務課長（堀江弘之君） 

 それでは、議案第３７号と第３８号、両案の説明をいたします。 



－70－ 

 町長の提案理由にもありましたように、国・県に準じた給与改定を行うため、関

係条例を改正するものでございます。 

 初めに、議案第３７号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例の改正内容につきましてご説明いたします。 

 議案書３０ページをお願いします。 

 初めに、本改正条例の全体構成をご説明申し上げます。 

 この改正条例は、２条建てになっております。改正条例第１条では、一般職の職

員の給与等に関する条例の一部を改正しております。 

 ３１ページから５２ページにかけては、改正対象となる職種ごとの改正後の給料

表が記載されております。 

 次に、５３ページに記載の改正条例第２条は、改正条例第１条と同じ条例である

一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正するものとなっております。 

 これは同一の条例のそれぞれの改正について、施行期日を分ける必要があるため、

２条建てに分けたものとなっております。 

 続いて、改正内容についてご説明いたします。 

 参考資料の３８ページから３９ページの新旧対照表及び別紙の改正概要、１ペー

ジをご覧ください。 

 １点目は、官民格差を解消する給料月額の引上げ改定を行うものでございます。 

 給料表につきましては、議案書３１ページから５２ページに改正後の給料表を掲

載しておりますが、行政職給料表（一）を国の人事院勧告及び千葉県の人事委員会

勧告の内容に準じて引上げいたします。 

 初任給を大卒で３，０００円、高卒で４，０００円を引上げし、これを踏まえま

して、３０代半ばまでの職員が在職する号給について引上げ改定をいたします。平

均改定率は０．３％でございます。その他の給料表も行政職給料表（一）と均衡を

考慮し、引上げ改定をいたします。これを令和４年４月１日に遡って適用させるも

のでございます。 

 ２点目は、期末勤勉手当の引上げでございます。 

 民間の支給割合と見合うよう、年間の支給割合を０．１月分引き上げるものでご

ざいます。年間４．３月分の支給割合が４．４月分に引上げとなります。 

 この引上げ分は、勤勉手当に上乗せし、令和４年１２月期の支給分から適用する
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ものでございます。 

 また、改正案の第２条において、令和５年４月以降の支給割合を６月期と１２月

期のそれぞれに０．０５月分を配分し、１２月期に０．１月分上乗せされていた支

給割合を平準化するものでございます。 

 なお、再任用職員につきましても同様に引上げとなります。別紙の次ページ、２

ページをお願いします。 

 支給割合は、０．０５月分の引上げとなります。 

 続きまして、議案第３８号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例、この改正内容につきまして、ご説明をいたします。 

 議案書５５ページをお願いします。 

 こちらの改正条例も議案第３７号と同様に２条建てになっております。 

 併せて参考資料の４０ページ及び別紙資料の３ページをご覧ください。 

 内容といたしましては、特別職の期末手当の支給割合の改定でございます。現状

は、特別職の期末手当の年間支給割合につきましては、一般職の期末手当及び勤勉

手当の合計の支給割合と同率としているところでございます。今回、一般職の勤勉

手当０．１月の引上げに合わせ、特別職の期末手当においても０．１月を引上げ、

年４．４月とする内容であり、令和４年１２月期の支給分から適用させるものでご

ざいます。 

 なお、改正案第２条では、一般職と同様に令和５年４月以降において年０．１月

の引上げを６月期と１２月期で平準化し、いずれも２．２月とするものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第３７号、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３８号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第３９号、令和４年度東庄町一般会計補正予算（第７号）から日

程第９、議案第４３号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予算

（第２号）まで、以上５案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました議案第３９号から議案第４３号まで、

一般会計の他、特別会計４件の補正予算につきまして提案理由を申し上げます。 

 初めに、議案第３９号、令和４年度東庄町一般会計補正予算（第７号）の提案理

由を申し上げます。 
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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８００万１，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億１，９４７万１，０００円とす

るものでございます。 

 この他、第２条で債務負担行為について規定しております。 

 主な補正内容でございますが、先程議案第３７号及び第３８号において可決をい

ただきました一般職、特別職の給与改定などによる増額及び職員の異動等による変

更を行っております。 

 また、高騰しております電気料金について、各施設の増額補正を行っております。 

 次に、総務関係では、地域おこし協力隊に係る費用について新規で計上をいたし

ました。 

 次に、衛生関係では、新型コロナワクチン接種にかかる費用及び東庄病院に対す

る繰出金について増額補正しております。 

 歳入につきましては、寄附金、国・県補助金等を補正して、歳入が歳出に不足す

る分については繰越金を補正しております。 

 続いて、議案第４０号、令和４年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，４３２万３，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億８，６４７万１，０００円とす

るものでございます。 

 この補正につきましては、保険給付費の給付額の増額、保険基盤安定負担金の交

付額の確定に伴う繰入金の増減及び給与改定に伴う人件費の増額を盛り込むもので

あります。 

 続いて、議案第４１号、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４万３，０００円を追加いたし

まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３１５万９，０００円とする

ものでございます。 

 主な補正の内容は、歳出において給与改定に伴い増額補正をするものございます。 

 続いて、議案第４２号、令和４年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について提案理由を申し上げます。 
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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９万４，０００円を追加いたし

まして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億８，２０２万８，０００円

とするものでございます。 

 主な補正の内容でございますが、歳出で人件費等の増額補正をするものでござい

ます。財源といたしましては、一般会計繰入金をもって充てるものでございます。 

 続いて、議案第４３号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

 まず、予算第３条に定めた収益的収入の補正でございますが、病院事業収益の医

業収益を５，１２６万４，０００円減額をいたしまして、医業収益を８億８，８９

４万１，０００円に、医業外収益に１，０００万円を追加いたしまして、２億５２

万８，０００円に、病院医業費用の医業費用を２，０００万円減額をし、１０億９，

９８３万４，０００円にするものでございます。 

 続きまして、予算第４条に定めた資本的収入の補正でございますが、資本的収入

の出資金に２，０００万円を追加し、総額５，８００万２，０００円とするもので

ございます。内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、医業

収益の減額補正を行い、医業外収益と出資金にそれぞれ東庄病院が安定的な医療の

提供を継続出来るよう、一般会計からの繰入金を増額補正するものでございます。 

 以上、議案第３９号から議案第４３号までの提案理由を申し上げました。 

 詳細につきましては、各担当課長、また事務長より説明をいたさせます。ご審議

の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、令和４年度東庄町一般会計補正予算（第７号）の内容について説明さ

せていただきます。 

 歳出予算から申し上げますので、議案書の６５ページをお願いいたします。 

 先程、町長の提案理由にもございましたように、議案第３７号及び第３８号にお

いて可決いただきました一般職、特別職の給与改定などによる増額及び職員の異動

等により１款から９款までの２節・給料、３節・職員手当等、４節・共済費につい

て補正しております。 
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 ２節・給料では、合計５，０００円の減額、３節・職員手当等では、時間外勤務

手当２６０万円を含め、合計７１２万２，０００円の増、４節・共済費では、１１

万円の増となっております。 

 その他一般会計から特別会計への人件費繰出分の補正として、３款・民生費で国

民健康保険特別会計繰出金が３４万７，０００円の増、訪問介護ステーション特別

会計繰出金が１４万３，０００円の増、介護保険特別会計繰出金で７５万円の増と

なっております。 

 なお、以降は人件費以外の補正内容について説明させていただきますので、ご了

承願います。 

 それでは、２款・総務費から説明させていただきます。 

 ２款・総務費、１項・総務管理費、１目・一般管理費の８節・普通旅費１９万１，

０００円、千葉県町村会主催の県外研修に職員が参加するための旅費となりますが、

こちらは全額県町村会より歳入となる見込みです。 

 次に、４目・財産管理費の１０節・電気料、３７１万５，０００円、役場庁舎の

電気料金の高騰による増額補正となります。 

 次に、５目・企画費の７節・地域おこし協力隊報償費６９万９，０００円及び一

つ飛ばしまして１８節・地域おこし協力隊補助金５０万円、令和５年１月から地域

おこし協力隊を１名採用するものです。 

 地域おこし協力隊とは、都市地域から東庄町に移住して、地域ブランドや地場産

品の開発、販売ＰＲの地域おこし、農林水産業への従事、住民支援などの地域協力

活動を行いながら定住定着を図る総務省との取組です。こちらは全額、特別交付税

措置がありますが、歳入の特別交付税については、項目が多岐にわたり、その他の

項目の額が不確定であり、災害などにより増減しますので、歳入での補正はしてお

りません。 

 戻りまして、１２節・婚活イベント実施業務委託料４１万円、県補助金の追加交

付を受け、増額補正するものです。 

 次に、２項・徴税費、１目税務総務費の１節・会計年度任用職員報酬４７万６，

０００円、税申告事務の補助として、会計年度任用職員を１月から採用するもので

す。 

 ６６ページをお願いします。 
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 続きまして、３款・民生費、１項・社会福祉費、１目・社会福祉総務費の２７節・

国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定保険税軽減分）２２２万５，０００円、

その次の（保険基盤安定保険者支援分）３０１万６，０００円及び次の６７ページ、

（保険基盤安定未就学児均等割保険税軽減分）マイナス４１万９，０００円。保険

基盤安定にかかる繰出金の補正となります。 

 次に、２項・児童福祉費、２目・児童措置費の２２節・子育て世帯への臨時特別

給付金返還金６０万２，０００円。前年度事業の精算による返還となります。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 ３目・ひとり親家庭福祉費の１９節・ひとり親家庭等医療費等助成金６５万８，

０００円。当初予算の見込みにより、医療費の助成について増加することが見込ま

れるため、増額補正するものです。 

 ４目・児童福祉施設費の１０節・消耗品１０万円及び三つ飛ばしまして１８節・

保育環境改善事業補助金１３０万円。国の保育環境改善等事業補助金を受けて行う

事業で、コロナ対策として消毒液やマスクを購入するものです。対象は、児童館と

保育園となりますが、保育園へは補助金として交付するものとなります。 

 戻りまして、１０節の電気料３９万８，０００円は、児童館の電気料金の増額補

正となります。 

 同目１２節・放課後児童健全育成事業委託料５９万７，０００円。放課後児童ク

ラブの児童数が当初見込みより増加したため職員数を増やす必要があることから増

額補正するものです。 

 同目１８節・保育所施設・備品整備費補助金７０万１，０００円。笹川中央保育

園の空調設備の更新に対し、２分の１補助するもので、こちらは新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものとなります。 

 続きまして、４款・衛生費、１項・保健衛生費、２目・予防費の合計２，２１１

万円。新型コロナウイルスワクチン接種にかかる費用となります。こちら財源は全

額、国・県負担金として歳入になる見込みです。 

 ６９ページに戻りまして、５目・病院費、合計３，０００万円。コロナの影響で

外来患者数が減少したことにより、減収となったため、町から繰出金を増額するも

のとなります。こちらは地方創生臨時交付金を活用するものとなります。 

 次に、６目・公害対策費の１８節・合併処理浄化槽設置補助金４１３万８，００
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０円。当初見込みで見込んでいた申請件数が増加したため、増額補正するものです。 

 次に、７目・保健福祉総合センター管理費の１０節・電気料１０４万２，０００

円。保健福祉総合センターの電気料金の増額補正となります。 

 ７０ページをお願いします。 

 ５款・農林水産業費、１項・農業費、３目・農業振興費の１８節・農地流動化推

進助成金２６７万１，０００円。当初予算の見込みにより当該面積が増加したこと

による増額補正です。 

 同節・農業経営者転換協力金１９９万３，０００円及び地域集積協力金２０５万

円。この２件も当初予算の見込みより当該面積が増加したことによる増額補正です。

この２件の財源は、全額県補助金となっております。 

 次に、５目・農地費の１８節・新川排水機場維持管理費助成金４，０００円。労

務単価の見直しによる増加補正です。 

 同節・土地改良施設維持管理改修事業補助金７万１，０００円。干潟土地改良区

夏目支区管内排水路補修が発生したことによる増額補正になります。 

 次に、６目・水田農業構造改革対策推進費の１８節・飼料用米等拡大支援事業補

助金７８万７，０００円。当初予算の見込みより当該面積が増加したことによる増

額補正になります。こちらの財源は全額県補助金となります。 

 次に、７目・農道整備費の１８節・東総台地地区広域営農団地農道整備事業負担

金１４万６，０００円。資材費の値上げによる事業費の計画変更があったため増額

補正するものとなります。 

 次に、８目・ふれあいセンター費の１０節・修繕料２９万９，０００円。加工室

のコンロ及び男子トイレの修繕にかかる経費を計上しております。 

 同節・電気料２０万３，０００円。ふれあいセンターの電気料金の増額補正とな

ります。 

 ７１ページをお願いします。 

 続きまして、６款・商工費、１項２目・商工費、商工振興費の１８節・商工会ホ

ームページリニューアル事業補助金５０万円。ウィズコロナの下に商工会のホーム

ページをリニューアルし、町内商工業の回復を目指すもので、事業費の２分の１を

補助するものです。こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用して実施します。 
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 続きまして、７款・土木費、４項２目・都市計画費、公園費の１０節・電気料１

０万２，０００円。ふれあい公園交流センター、笹川駅前駐輪場、橘駅前駐輪場、

さくら公園の電気料金の増額補正となります。 

 続きまして、９款・教育費、１項・教育総務費、７２ページをお願いします、３

目・教育振興費の１８節・奨学基金事業交付金５０万円。令和４年度に新たに３名

に対し奨学金の交付決定をしました。このうち２名は令和４年度限りとなりますが、

不足分について増額補正するものです。 

 次に、２項１目・小学校費、学校管理費の１０節・電気料３００万円。小学校の

電気料金の増額補正となります。 

 次に、１４節・教育施設維持補修工事費８１万４，０００円。保健室のエアコン

更新工事に対する補正ですが、資材の高騰やその他補修工事が突発的に発生し、工

事費が不足したため増額補正するものです。 

 次に、３項・中学校費、１目・学校管理費の１０節・電気料３００万円。中学校

の電気料金の増額補正となります。 

 ２目・教育振興費の１７節・教材用備品費１７２万７，０００円。理科室などの

電子黒板を２台購入するものです。こちらは財源として国庫補助金が３３万７，０

００円、歳入となる見込みです。 

 ４項１目・幼稚園費の１０節・電気料２６万円。こども園の電気料金の増額補正

となります。 

 ５項・社会教育費、７３ページに移りまして、１目・社会教育総務費の１０節・

修繕料１８万１，０００円。旧橘小学校浄化槽機械室扉の修繕が必要となったこと

から増額補正するものです。 

 同節・電気料７万８，０００円。旧橘小学校、旧東城小学校の電気料金の増額補

正となります。 

 同節・水道料１６万５，０００円。旧橘小学校の水道料不足の増額補正です。 

 次に、２目・公民館費の１０節・電気料２万７，０００円。町公民館、神代分館、

石出分館の電気料金の増額補正となります。 

 次に、６項・保健体育費、２目・体育施設費の１０節・電気料３２万８，０００

円。宮野台運動公園、スポーツ広場、弓道場、町民体育館、町民神代体育館、町民

石出体育館の電気料金の増額補正となります。 
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 次に、３目・学校給食費の１０節・修繕料３８万円。給食センターの修繕料の増

額補正ですが、厨房機器、空調機器、排水処理施設などの修繕があるため増額補正

するものです。 

 同節・電気料２８４万５，０００円。給食センターの電気料金の増額補正となり

ます。 

 同節・給食材料費３９０万円。物価上昇による増額補正を行うものです。現在、

１日当たりの給食材料費が平均で約７．１％上昇しているという状況です。 

 続きまして、１２款・諸支出金、１項１目・諸支出金、基金費の２４節・奨学基

金積立金２００万円。東洋合成工業千葉工場様からご寄附を受け、基金に積み立て

るものとなります。 

 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが、議案書の６３ページをお願い

いたします。 

 初めに、１５款・国庫支出金、１項１目４節・国民健康保険国庫負担金の国民健

康保険基盤安定負担金１２９万９，０００円。歳出補正で申し上げました民生費の

国民健康保険特別会計繰出金に係る国負担分となります。 

 次に、２項・国庫補助金、１目１節・番号制度補助金の個人番号カード交付事務

費補助金２００万円。歳出の総務費、戸籍住民基本台帳費の時間外勤務手当の国庫

補助金となります。 

 次に、同目４節・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２，４１３

万３，０００円。歳出補正で申し上げました民生費の保育所施設備品整備費補助金、

衛生費の東庄病院に対する繰出金、商工費の商工会ホームページリニューアル事業

補助金に対し充当するものとなります。 

 次に、２目２節・児童福祉費補助金の保育対策総合支援事業費補助金７０万円。

歳出補正で申し上げました民生費の消耗品及び保育所施設備品整備費補助金の国補

助金分となります。 

 次に、３目１節・公害対策費補助金の循環型社会形成推進交付金７３万６，００

０円。歳出補正で申し上げました衛生費の合併処理浄化槽設置補助金の国補助分と

なります。 

 同目２節・予防費補助金の合計２，１４６万２，０００円。歳出補正で申し上げ

ました衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる国補助分となります。 
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 ５目１節・教育費補助金のへき地児童生徒援助費等補助金３００万円。小学校の

スクールバス運行に対し、国庫補助金の追加交付決定がありましたので、補正する

ものです。 

 同節・公立学校情報機器整備費補助金３３万７，０００円。歳出補正で申し上げ

ました教育費の教材用備品費の国庫補助金となります。 

 続きまして、１６款・県支出金、１項２目４節・国民健康保険負担金の国民健康

保険基盤安定負担金２３１万８，０００円。国庫負担金でもありました民生費の国

民健康保険特別会計繰出金に係る県負担分となります。 

 次に、２項・県補助金、１目１節・地域少子化対策重点推進補助金２０万４，０

００円。歳出補正で申し上げました総務費の婚活イベント実施委託料の県補助金と

なります。 

 次に、２目５節・児童福祉費補助金のひとり親家庭等医療費等助成事業補助金２

９万９，０００円。歳出補正で申し上げました民生費のひとり親家庭等医療費等助

成金の県補助金となります。 

 次に、３目１節・予防費補助金の時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事

者派遣事業補助金６４万８，０００円、歳出補正で申し上げました衛生費、新型コ

ロナウイルスワクチン接種に係る県補助分となります。 

 ６４ページに移りまして、３節・公害対策費補助金の生活排水対策浄化槽推進事

業補助金１２７万２，０００円。歳出補正で申し上げました衛生費の合併処理浄化

槽設置補助金の県補助金分となります。 

 次に、４目２節・農業振興費補助金の農地中間管理機構集積協力金４０４万３，

０００円。歳出補正で申し上げました農林水産業費の農業経営転換協力金及び地域

集積協力金の県補助分となります。 

 ３節・水田農業構造改革対策推進費補助金の飼料用米等拡大支援事業補助金７８

万７，０００円。歳出補正で申し上げました同名事業の県補助分となります。 

 続きまして、１８款・寄附金、１項１目１節・一般寄附金２５万２，０００円。

明治安田生命様から一般寄附として２５万２，５００円いただいておりますので、

増額補正するものです。 

 次に、２目１節・指定寄附金の指定寄附金福祉１５０万円。有限会社プライトピ

ック千葉様から障害者福祉事業に対して指定寄附をいただいております。こちらは
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民生費で重度心身障害者と児童発達支援センターコスモスの花運営費補助金の財源

振替を行っております。 

 同節・指定寄附金（教育）２００万円。東洋合成工業株式会社千葉工場様より奨

学基金の原資としてご寄附をいただいております。 

 続きまして、１９款・繰入金、２項１目１節・奨学基金繰入金５０万円。歳出補

正で申し上げました奨学基金事業交付金の原資として基金を取り崩すものとなりま

す。 

 一つ飛ばしまして２１款・諸収入、５項３目５節・雑入の旅費負担金１９万１，

０００円。歳出補正で申し上げました総務費の普通旅費の町村会負担分となります。 

 最後に、歳入が歳出に不足する４，０３２万円につきまして、２０款・繰越金の

前年度繰越金を充当するものです。 

 続いて、６０ページをお願いします。 

 第２条の債務負担行為の新規設定となります。事業は東庄町学校給食センター調

理等業務委託です。期間は令和５年度から令和８年度、金額は１億７，７９０万３，

０００円です。 

 現在の調理業務は、令和２年８月から令和５年７月まで委託しており、契約期間

が満了することから、令和５年８月から令和８年７月までの３年間、業務委託契約

を行うため債務負担行為を設定するものです。 

 以上で一般会計補正予算（第７号）の説明を終わらせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 説明の途中ですが、ここで暫時休憩とします。再開は午後４時とします。 

（午後 ３時５２分 休憩） 

（午後 ４時００分 再開） 

議長（宮澤 健君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで先程の説明で一部訂正の申出がありますので、これを許します。 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 先程申し上げました補正予算の中で、７２ページにございます、９款・教育費の
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３項・中学校費、電気料金の補正額を３００万円と申し上げましたが、２２０万円

の誤りでありました。訂正しておわび申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、議案第４０号、令和４年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）につきまして内容の説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、議案書の８２ページをご覧ください。 

 初めに、歳出でございます。 

 １款１項１目・一般管理費、２節から４節までは職員３名の人件費であり、給与

改定に伴う増額分を補正するものでございます。 

 ２款・保険給付費のうち１項・療養諸費、２項・高額療養費につきまして、新型

コロナワクチン接種の接種率向上などにより医療機関の受診控えが落ち着き、受診

率が上昇傾向にあることから、必要な給付額を増額するものでございます。 

 １項１目１８節・療養給付費については、予算現額の約５．９％となる５，９５

７万５，０００円、２項１目１８節・高額療養費については約１５．９％となる２，

３２５万１，０００円をそれぞれ増額するものでございます。 

 なお、１項及び２項の財源につきましては、全額が普通交付金で措置されます。 

 ５項１目１８節・葬祭費につきましては、支給見込み額が当初予算額を上回るこ

とが見込まれるため、必要な支給額を増額するものでございます。葬祭費の財源は

保険税等から賄われる一般財源となります。 

 ５款３項１目・保健指導事業費、２節から４節までは職員４名の人件費であり、

１款と同様に給与改定によるものでございます。 

 続きまして、歳入でございますが、議案書の８１ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目１節・普通交付金８，２８２万６，０００円は、歳出における保険

給付費の増額分の財源でございます。 

 ７款１項１目１節・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）２２２万５，０００円

並びに２節・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）３０１万６，０００円は、当初

予算で見込額として計上した保険基盤安定繰入金の国庫並びに県費交付金の交付額

の確定に伴い差額を増額するものでございます。 
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 ３節・職員給与費等繰入金３４万７，０００円は、歳出における人件費の増額に

連動して一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 

 ６節・未就学児均等割保険税繰入金マイナス４１万９，０００円は、当初予算で

見込額として計上した繰入金の国庫並びに県費交付金の交付額の確定に伴い差額を

減額するものでございます。 

 ８款１項１目１節・前年度繰越金マイナス３６７万２，０００円は、保険基盤安

定繰入金の歳入額の増額に伴い、その余剰分を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第４１号、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第２号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の８９ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・事業費１４万３，０００円の増額補正は、１項１目・一般管理費で給与改

定により人件費について増額補正をするものでございます。 

 以上の結果、歳出補正額は１４万３，０００円の増額、歳出合計で２，３１５万

９，０００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８８ページをお願いいたします。 

 ２款・繰入金１４万３，０００円の増額補正については、歳出補正で計上した人

件費について一般会計繰入金を増額するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は１４万３，０００円の増額、歳入合計で２，３１５万

９，０００円となります。 

 以上で、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第２号）の

説明を終わります。 

 続いて、議案第４２号、令和４年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の９６ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 
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 １款・総務費、増額補正８５万３，０００円は、１項１目・一般管理費で職員４

名分の職員改定に伴う増額補正、合わせて２１万３，０００円と令和５年度に策定

予定の第９期介護保険事業計画に係るアンケート調査を実施するための費用を合わ

せた６４万円によるものでございます。 

 次に、３款・地域支援事業費、減額補正５万９，０００円は、３項１目・包括的

支援事業費で職員２名分の給与改定によるものでございます。 

 以上の結果、歳出補正額は７９万４，０００円の増額、歳出合計で１５億８，２

０２万８，０００円となります。 

 続いて、歳入についてご説明申し上げます。９５ページをお願いいたします。 

 ３款２項・国庫補助金、５目・介護保険事業費補助金４万４，０００円の増額補

正は、令和４年１０月の介護報酬改定等に伴うシステム改修費８万８，０００円に

ついて今般、国庫補助金として２分の１が交付されることとなったものでございま

す。 

 ７款・繰入金７５万円の増額補正は、歳出補正で計上した人件費等について一般

会計繰入金を計上するものとなります。 

 以上の結果、歳入補正額は７９万４，０００円の増額、歳入合計で１５億８，２

０２万８，０００円となります。 

 以上で、令和４年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わり

ます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 それでは、議案第４３号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正

予算（第２号）について内容のご説明を申し上げます。 

 議案書の１０５ページをお願いいたします。 

 令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予算（第２号）実施計画内

訳書でございます。 

 収益的収入及び支出のうち収入で１款・病院事業収益、１項・医業収益、２目１

節・外来収益を５，１２６万４，０００円減額し、２項・医業外収益、３目・負担

金交付金のうち１節・一般会計負担金に１，０００万円を追加するものであります。 
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 続いて、支出で、１款・病院事業費用、１項・医業費用、２目・材料費、１節・

薬品費を２，５００万円減額し、同じく３目・経費、７節・光熱水費に５００万円

を追加するものであります。 

 この補正につきましては、新型コロナウイルス感染症流行に伴う受診控えの継続

影響と見られる外来患者数の減少に伴う外来収益の減少の見込みを補正し、その上

で東庄病院が引き続き安定的に医療提供が行えるよう一般会計からの繰入金を追加

するものであります。 

 支出につきましては、同じく外来患者数の減少に伴う薬品費の減額を行い、加え

て電気料金の高騰に伴う光熱水費を増額するものであります。 

 続きまして、議案書１０６ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出のうち収入で、１款・資本的収入、１項・出資金、１目１節・

一般会計出資金に２，０００万円を追加するものでございます。 

 こちらも外来収益が減少したことに伴う収益の減少分の一部を東庄病院が安定的

に運営出来るよう一般会計からの繰入金を増額補正するものでございます。 

 なお、一般会計からの繰入金につきましては、法定基準内の繰入れとなっており

ますが、引き続き経費の縮減に努めてまいります。 

 以上で病院事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 ７番、花香孝彦君。 

７番（花香孝彦君） 

 ７３ページ、一番上、１目・社会教育総務費、１０節・需用費、一番上の修繕料

１８万１，０００円について伺わせていただきます。 

 少し説明を聞き漏らしてしまったのかとは思いますけれども、橘小学校の浄化槽

機械室扉交換工事ということで伺ったかと思います。 

 昨日、行政報告の中で、契約関係で旧東庄町立橘小学校浄化槽機械室扉交換工事

５５万４，０７０円ということで８月１８日、契約日という報告をいただいており

ます。この二つの関係について伺わせていただければと、お願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 
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 生涯学習担当課長、郡伸明君。 

生涯学習担当課長（郡 伸明君） 

 それでは、ただいまの花香議員のご質問にお答えいたします。 

 扉工事に関しましては、緊急を要したため、当初予算としまして同需用費では修

繕料４０万円を今年度見込んでおりました。しかし、実際に工事は５５万４，０７

０円かかるということで、この時点では修繕料は不足しておりました。ただ、需用

費全体で見ますと、当初予算２３４万４，０００円ございましたので、この中で一

旦支出をいたしまして、今後不足するであろう修繕料、この時点で修繕料４０万円

のうち約２万７，０００円は支出済でしたので、４０万円から工事費の５５万円４，

０７０円を引いて、そこに２万７，０００円を追加して、１８万１，０００円、不

足分を補正という形で今回、出させていただきました。 

 説明は以上となります。 

議長（宮澤 健君） 

 ７番、花香孝彦君。 

７番（花香孝彦君） 

 すみません、同じことをまた聞いて申し訳ないんですけれども、先に流用して支

出をしたということでよろしいでしょうか。 

議長（宮澤 健君） 

 生涯学習担当課長、郡伸明君。 

生涯学習担当課長（郡 伸明君） 

 節の中で流用したという形になります。 

７番（花香孝彦君） 

 ありがとうございました。 

議長（宮澤 健君） 

 他にございますか。 

 ５番、佐久間義房君。 

５番（佐久間義房君） 

 ７２ページの奨学基金事業交付金５０万円、これはどのような割合で配分したの

か、その辺のところ。３人ではちょっと割り切れないような感じなので、お願いし

ます。 
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議長（宮澤 健君） 

 教育課長、宇ノ澤修君。 

教育課長（宇ノ澤修君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 ５０万円で３人というわけではなく、今年度、令和４年度につきましては、今年

度限りの方が、５０万円の方がお二人、５０万円を４年間という継続の方がお一人

という形で３人でございます。今年度限りの方につきましては、審査の結果、甲乙

つけがたく、一人５０万円の方を追加するような形で決定したため、５０万円補正

予算を組んだ次第でございます。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 よろしいですか。他にありますか。 

 ８番、大網正敏君。  

８番（大網正敏君） 

 では、お聞きいたします。 

 一般会計から特別会計、全ての電気代についてお伺いします。 

 当初の電気代と考えて、何％アップしているのかお伺いします。まず、一般会計

の方からお願いします。 

議長（宮澤 健君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 今回、補正で増加しました電気料金の割合ということですが、１５％から４７％

まで、電気料金の増額率は様々であります。ほぼ前年度の電気量を参考にこれから

かかるものを算出しているわけですけれども、平均しますと２７．７％の電気料金

の増加率ということになります。 

 補正の今回の電気料金の合計額は１，４１９万８，０００円となり、今年度、電

気料金を合計しますと５，１２６万６，０００円となる見込みです。 

 以上一般会計について申し上げました。 

議長（宮澤 健君） 

 ８番、大網正敏君。 
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８番（大網正敏君） 

 一般会計の方は約２７．７％のアップということで、他の特別会計の方も上がっ

ているのは同じだと思うのですが、同じパーセントのアップということでよろしい

のでしょうか。 

議長（宮澤 健君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 病院の方では、アップ率は特に計算しておりませんが、今回補正で５００万円出

させていただいた金額でどうにか支払いが出来るというふうに考えて補正の額を算

定しております。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 ８番、大網正敏君。 

８番（大網正敏君） 

 分かりました。電気料がアップしている、家庭でもアップしてあれなので、どう

かなと思って聞きました。 

 それともう一つ、お願いします。６５ページ、企画費の中で婚活イベント、これ

は４１万６，０００円アップしていますが、県からは２０万４，０００円の補助の

アップなんですけれども、何で増えたのか、支出の方が増えたのか、ちょっとそこ

のところ、説明お願いします。 

議長（宮澤 健君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 婚活イベントの事業につきましては、県から２分の１補助という形になっており

ますので、町分とあわせての金額となっております。 

 また、この時期になぜ補正なのかというのを先程もちょっと申し上げましたが、

やはり人口減少が大きな課題となり、県から今年度補助事業を行ってる市町村に対

しもう少し金額の枠があるので、是非頑張って事業をしてほしいという依頼があり

まして、町としても今年度行っている事業を継続します。 

 ちなみに、婚活事業の婚活サポーターということで吉本興業の芸人さんを招いて、
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男性を中心にどういうふうに女性とお話をするか、そういうところからレクチャー

をしていただくなど、研修回数を、もう今年度の当初予算は使ってしまったのです

が、今後も６回ほどやっていきたいと思っております。 

 また、当初の登録者数が２１人でしたが、１０月３１日現在の登録者数が６１人

と登録者も増えておりますので、頑張って婚活事業をやっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 ８番、大網正敏君。 

８番（大網正敏君） 

 分かりました。是非頑張ってもらいたいと思います。婚活が成功するようにお祈

り申し上げます。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 他にありますか。 

 １０番、高木武男君。 

１０番（高木武男君） 

 東庄病院についてお尋ねします。 

 ９９ページですか、外来患者数、当初予定では２万９，１０３人、補正では３，

２０４人の減になっておりますけれども、これは近隣の病院ではどういう状況なの

でしょうか。例えば、小見川医療センター、それから旭中央病院、こちらでも下が

っていると思いますけれども、どういう状況かお聞きしたいのですが。 

議長（宮澤 健君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 高木議員からのご質問にお答えいたします。 

 小見川医療センターについては、情報は聞いておりませんが、旭中央病院では、

外来患者数は増加傾向にありまして、反対に入院患者数が減少傾向にあるという情

報は聞いております。 

 以上です。 
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議長（宮澤 健君） 

 他にありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第３９号、令和４年度東庄町一般会計補正予算（第７号）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号、令和４年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４２号、令和４年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計補正予算

（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。閉会に先立ち、町長よりご挨拶をお願い

します。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、東庄町議会１２月定例会の閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げま

す。 

 本定例会には執行部より議案９件を提案させていただきました。議員各位には慎

重なるご審議を賜り、全ての案件を原案のとおり可決をいただきまして、誠にあり

がとうございました。 

 会期中に頂戴いたしました意見、ご提言につきましては、鋭意検討し、町政に反

映するよう努めてまいります。 

 去る１１月２１日に岐阜県の郡上市長、日置市長さんをはじめとして、多くの方々

が東庄町にお越しをくださり、郡上市の木であります紅葉の植樹式を行いました。

今後も郡上市との友好関係が末永く続くよう、交流を進めてまいりたいと考えてお
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ります。 

 さて、町ではいよいよ令和５年度予算の編成に取りかかったところでございます。

コロナ禍や物価高騰などによりまして、大変厳しい財政状況下での編成とならざる

を得ませんが、限られた財源を有効に活用するためにも、議員各位におかれまして

もなお一層のご支援、ご協力を賜りますよう、お願いを申し上げる次第であります。 

 最後になりましたが、年の瀬の慌ただしい時期を迎えました。くれぐれも健康に

ご留意をいただき、益々のご活躍を心からご祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

議長（宮澤 健君） 

 私からも一言、ご挨拶を申し上げます。 

 １２月定例会、お疲れさまでした。師走となり何かと行事予定が詰まってきてお

りますけれども、新型コロナウイルスの感染も第８波として拡大しています。加え

て、今年はインフルエンザの流行も予想されています。全ての物価が値上がりして

いますし、来年、再度値上げされるというふうにも言われております。エネルギー

不足から電力料金の値上げ、節電の呼びかけなどがあり、議員各位、そして町執行

部の皆さんにおかれましても、健康に留意されますよう、お願いいたします。 

 岩田町長におかれましては、年末、業務多忙の中、町長選挙が間近となりました。

ご健闘をお祈りいたします。迎える新年が皆様にとって輝かしい幸多き年となるよ

うお祈りいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

 以上で、令和４年１２月東庄町議会定例会を閉会します。 

（午後 ４時３０分 散会） 

  

 


